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社会福祉士養成教育の見直しについて



社会福祉士養成教育の見直しについて

２．実習科目の時間数を大幅に増加するとともに、現行の相談援助実習とは別の枠組みを新たに設け、総
合的、段階的かつ多様な実習教育が行えるよう検討するべき

○ 現行の社会福祉士養成制度では、実習科目は「相談援助実習」（180時間以上）及び「相談援助実習指導」（90時間
以上）を行うこととなっているが、見直しにあたっては、現行の相談援助実習を基幹的なソーシャルワーク実習とし
て位置づけ、時間数を増加するべき。

○ また、実習科目以外の科目（講義科目や演習科目）においてもアクティブラーニング等の教育方法を活用しながら
ソーシャルワークに関する知識・技術を実践現場において学ぶことができる時間（※）を一定時間確保する新たな枠
組みを位置づけ、一定の基準を設けたうえで、総合的・段階的かつ多様なソーシャルワーク実習が行えるよう、実践
的なカリキュラムに見直すべき。

※ 見学実習やフィールドワーク、インターンシップなど。その際は、ソーシャルワーク専門職に必要な内容に限ること
とし、海外で行うソーシャルワークに関するフィールドワークや実習についても認めていくべき。
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１．分野横断的、総合的かつ包括的な実践が行えるソーシャルワーク専門職を養成するための教育内容の
再編と、教員及び実習指導者の要件の見直しを検討するべき

○ 個人への支援に加え、地域を基盤とした総合的かつ包括的な支援を担うことができ、地域課題の解決に向けた取り
組みを地域で中核的に行えるソーシャルワーク専門職を養成するため、現行カリキュラムを精査するとともに、カリ
キュラムにソーシャルワークに関する科目を基幹科目として位置づけ、基幹科目を担当する教員については講習会の
受講を含めた教員要件を新たに設けるなど、カリキュラム内容とともに教育体制についても見直しを行うべき。

○ また、実習・演習担当教員及び実習指導者の要件についても、実習・演習担当教員講習会及び実習指導者講習会の
時間数及び内容を今日的状況を踏まえた時間数・内容に拡充・改変するなどの見直しを行うべき。

○ 社会福祉士が多様な分野・領域で働く現状において、それぞれの分野・領域を科目として独立させると科目が細分
化されるため、必要な教育内容を盛り込みつつも、科目が過度に細分化されすぎないよう留意して検討を行うべき。

○ また、国家試験の科目も、現在19科目と他の国家資格に比して細分化されている現状を踏まえ、例えば科目群によ
る出題とするなどの見直しを行うべき。



社会福祉士養成教育内容・体制の見直しについて

５．カリキュラムを５年程度のサイクルで定期的に見直すことができるよう、省令で規定すべき。
○ 前回のカリキュラム改正（平成19年）から10年余りが経過しているが、今後、地域を基盤としたソーシャルワーク

が実践できる専門職を安定的に養成していく観点から、５年程度のサイクルでカリキュラムを点検・見直すことがで
きるよう省令で規定するとともに、その検討体制を設けるべき。
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４．科目名称に「ソーシャルワーク」を明確に位置付けるべき
○ 社会福祉士がソーシャルワーク専門職として共通認識を得られている状況や、国家試験においてもソーシャルワー

クのグローバル定義をはじめ、ソーシャルワークに関する知識を問う試験問題がこれまで出題されていることからも、
科目名称に「ソーシャルワーク」を明確に位置付けるべき。

３．社会福祉士養成教育のカリキュラム総時間数を増加するべき
○ 地域共生社会の実現に向けて、総合的・包括的相談支援体制の構築や住民の地域生活課題を解決していく体制を構

築していく上で、社会福祉士がその中核的な役割を果たしていくためには、個人への支援に加えて、地域における取
組みについての教育内容を強化していく必要があり、現行法で許容される範囲において、カリキュラムの総時間数を
可能な限り増加したうえで教育内容を見直すべき。
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●常に最新の専門的知識・技術を
身につけなければならない専門
職としての使命を構成員に喚起

●多職種の役割の理解と連携強化
のための手法の開発

●今日的社会状況に対応した研修
等、学び直しのプログラム開
発・実施

●組織率向上に向けた更なる努力

●資格取得のみに終わ
らず、常に最新の専
門的知識・技術・実
践を自ら主体的・継
続的に学び直すこと
は、専門職としての
責務

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育
士の養成校協会、社会福祉主事養成機関、福祉科
高等学校長会・・など

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育
士の各専門職団体・・・など

全社協、社会福祉法人経営協、各種別協、老施協、
全老健、包括・在介協・・・など

●事業所の「地域におけ
る公益的活動」の積極的
推進・奨励と検証

●事業所に対し、職員の
専門性の向上とキャリア
形成、事業所に求められ
る機能・役割の提示・奨
励

●今日的社会状況に対応
した研修等、学び直しの
プログラム開発・実施

●養成団体、職能団体等
の関係団体との連携・協
働による人材育成のあり
方を検討

●情報発信と広報の在り
方を検討

●関係団体等と連携した
要望活動やソーシャルア
クション、福祉人材確保
に向けたキャンペーン等

社会福祉士等専門職養成および地域包括支援に求められる人材育成にかかる検討体制の構築（人材養成にかかる協議体）

提案・奨励 ●「地域公益活動」の積極的推進
●職員の専門性の向上とキャリア形成
のための人材育成（職員の研修参加
や学びの機会の事業所経費による保
障）

●福祉人材確保及び専門職の後進育成
に向けた実習生の積極的な受入れと、
職員による実習指導業務を事業所の
本来業務として明確化

●実習生や養成校の資源（教員等）を
活用した地域公益活動の活性化

●業務に必要となる知識・
技術の獲得と実践力の向
上のための研鑽

●専門職の後進育成のため
の実習指導や、実習生・
養成校教員等と地域に対
する取組みを本来業務と
して行う

●実践的教育に必
要となる実践現
場との関係構築

●養成に携わるす
べての教員の教
育力強化のため
の研修等参加

●人材像を明確に
した実践的な教
育

●実習内容の充実
と体制の強化

●自治体・事業
者・企業その他
多様な社会資源
との連携強化

●教員の意識改革
●包括的・実践的養成
教育法の獲得

●「タコツボ化」から
の脱却

●実践現場との関係強
化

●多職種連携教育強化

●実習を通した主体
的な地域活動への
参画

●創意工夫をする力
の獲得

包括的相談支援体制及び住民主体の地域課題解決体制の構築におけるソーシャルワーク機能を遂行する人材養成イメージ

●ソーシャルワーク専門職養成
教育にむけた教育内容の見直
し、教員研修、教育方法、教
員要件、教材開発、アクティ
ブラーニングの活用

●教員の教育力強化のための教
員研修

●実習教育の拡充と実習を通じ
た実践現場との地域に対する
取り組みの強化

●実践現場との共同研究と成果
のフィードバック

●学校資源を活用した地域貢献
●多職種の役割の理解と連携強
化のための手法の開発

★ 教員の意識改革と教育体制
強化がカギ



○ 地域性を考慮する（真に地域ニーズに沿った事業展開を図る）
○ 多様化し複雑化する新たな福祉ニーズに対応する
○ 制度によるサービスだけでは対応できない課題（単身高齢者に対する見守りや、ひきこも

りの人びとに対する支援など「制度の狭間の課題」）に対応する
○ 制度の範囲で提供されるサービスだけにとどまらない支援を行う
○ 事業者の参入がない過疎地等における制度に基づくサービスの実施、継続
○ 生活困窮者自立支援法の施行に対応する
○ 地方公共団体や住民活動をつなぎ、地方公共団体との間に立ちネットワークを作っていく

など、まちづくりの中核的役割を担う
○ 個性豊かな地域社会づくり、地域再生の中心としての貢献

社会福祉法人の「地域における公益的な活動」の着眼点
全社協・社会福祉施設協議会連絡会パンフレット「社会福祉法人であることの自覚と実践」（H26.9.25）pp4-5に加筆（赤字部分）

社会福祉法人に求められる「地域における公益的な活動」と社会福祉士養成教育とのタイアップ

社会福祉法人は、こうした活動を実施すること
を前提として、補助金や税制優遇を受けている。
こうした優遇措置によって得た原資は、主たる
事業である社会福祉事業はもとより、地域での
福祉サービスとして還元することが求められて
いることを改めて認識する必要がある。

社会福祉士養成教育

「着眼点」を社会福祉士養成教育内容や実習プログラムに落とし込む

養
成
の
展
開
の
場

● 社会福祉法人の実習指導担当職
員（実習指導者）は「地域におけ
る公益的な活動」に実習生ととも
に地域住民と取り組むことで、実
習指導が組織的承認のもとで業務
として展開できる。

● 社会福祉法人の「地域公益活
動」に養成校の資源（教員・学
生・施設）を活用できる。

● 学生は実習で、社会福祉法人が
果たすべき地域アセスメントの方
法や地域における取り組みが学べ
る。

● 地域における公益的な活動が、
当該社会福祉法人の社会的評価を
高めるとともに、「地域に強い」
社会福祉士の養成機能も果たすこ
とができる。

● 学生が社会福祉法人に就職しよ
うとする動機付けになる可能性が
ある。
等、相乗効果が期待できる。

法人職員（実習指導者）
学生・教員・地域住民

「地域における公益的な活動」と「社会福祉士実習」の展開は、社会福祉法人にとどまらず、自治体を含む様々な機関・団体や人との協働により地域の活性化、
地域共生社会の実現に向けた取組として期待できるのではないか。
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